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共生条例の基本的な考え方について

第１章
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１ 共生条例の基本的な考え方について

（１）共生条例の目的

本県の健全で恵み豊かな自然環境、景観、歴史・文化等は、県民の共通の財産であり、広く県民がその恵沢

を享受するとともに、これらを良好な状態で将来の県民に継承していかなければならない。

再生可能エネルギーと持続可能な形で共存共栄していくことを前提として、環境との共生を図りながら、本

県における再生可能エネルギーの円滑な導入を促進する。

・本県の美しい自然環境、景観、歴史・文化等は、県民の共通の財産であり、広く県民がその恵沢を享受するとと
もに、これらを良好な状態で未来に継承していくことは、今を生きる私たちの責務である。

・一方、地球温暖化が急速に進行する中、地球環境が危機的状況に置かれていることを直視し、本県が持つポテ
ンシャルを活かしながら再生可能エネルギーを導入し、地球環境の保全に貢献していくことも私たちの責務で
ある。

・しかしながら、地球環境を守るための再生可能エネルギーの導入が、無秩序な開発による環境破壊を招くよう
なことがあってはならず、地域との合意形成により、環境と再生可能エネルギーとの共生が図られるよう、努め
なければならない。

・このため、現代世代が将来世代に引き継ぐべき自然環境、景観、歴史・文化等を保全しながら、持続可能な形
で共存共栄していくことを前提として、本県における再生可能エネルギーの円滑な導入を促進するため、この条
例を制定する。
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（２）共生のための２つの手法

次の２種類の手法を組み合わせることにより、“現在の世代”が“将来の世代”に「引き継ぐべき（守るべき）環

境」を保全し、持続可能な形で、本県における再生可能エネルギーの円滑な導入を促進する。

【広域的な視点から守るべき環境を保全するための手法】

ア ゾーニング

広域的な視点から守るべき環境を保全するため、本県の再生可能エネルギーに対する自然保護等の考え方

をあらかじめゾーニングによって見える化し、再生可能エネルギー事業の導入を円滑に進める。

【地域の視点から守るべき環境を保全し、自然・地域と共生した再エネ事業とするための手法】

イ 合意形成手続

再生可能エネルギー事業に合意形成の手続きを定めることにより、地域と事業者が対話する機会等を設け、

地域のメリットを明確にし、地域の視点から守るべき環境を保全しながら、再生可能エネルギー事業の導入を

円滑に進める。

１ 共生条例の基本的な考え方について
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対象事業等について

第２章
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（１） 対象事業及び事業区域

２ 対象事業等について

風力又は太陽光発電設備※１を陸域に設置し、発電する事業を対象とする。

また、風力又は太陽光を電気に変換する設備を設置する土地の範囲について、ゾー

ニングの区分（保護地域、保全地域、調整地域）を適用し、附属設備を含む事業計画に

ついて、合意形成プロセスを適用する。

※１ 風力又は太陽光発電設備は、再生可能エネルギー発電設備（再生可能エネルギー源を電気に変換す
る設備）及びその附属設備（維持・管理用道路、調整池、支持物、配線ケーブル等）とする。

※２ 建築物の屋根・壁等に設置する太陽光発電設備の設置は本条例の対象外とする。

・ 本県の再生可能エネルギー発電設備の導入状況を踏まえ、風力及び太陽光発電事業を共生条例の対象にすることと

し、今後の動向を踏まえながら、必要が認められる場合には、風力及び太陽光以外の再エネ種別も対象とすることを検
討する。

・ 一般海域及び港湾区域については、現行法令により、既に占用許可基準が定められており、また、漁港区域に関して
も、新たな占用許可基準を県が作成したことから、本条例では陸域のみを対象とする。

・ 建築物の屋根・壁等に設置する太陽光発電設備については、自然環境等を新たに開発するものではなく、地域住民と
の環境紛争のリスクが低いことから対象外とする。
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（２） 対象発電所の規模要件

２ 対象事業等について

【参考：アセス法及び県アセス条例の規模要件】

・ 条例の対象となる規模要件は、一定規模以上の開発を伴う規模について対象とし、電気事業法の工事計

画の届出が必要な規模を参考に、風力発電所（500kW（１基の場合、高さ６０ｍ程度））、太陽光発電所

（2,000ｋW（面積３ha程度））とする。

アセス法 第１種事業 第２種事業

風力発電所 50,000kW以上 37,500kW以上

太陽光発電所 40,000kW以上 30,000kW以上

県アセス条例 第１種事業 第２種事業

風力発電所 10,000kW以上 7,500kW以上

工場事業場用地造成事業
（太陽光発電所）

50ha以上
（工業専用地域は100ha以上）

50ha以上
(工業専用区域に限る)

対象規模要件

風力発電所 500kW以上

太陽光発電所 2,000kW以上

※ 電気事業法第４８条第１項の工事計画届出が必要となり、一定規模以上の開発を伴うものを対象とする。
規模要件の考え方は、工事計画届出に記載する発電所出力の考え方を準用する。

※ 風力発電設備を複数設置することにより500kW以上になった発電所も対象とする。

【規模要件】
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ゾーニングについて

第３章
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３ ゾーニングについて

（１） ゾーニングの基本的な考え方

区分 地域の概要

調整地域

保護地域、保全地域以外の地域

共生区域
地域との共生を図りながら、再エネの導入を促進する区域
（知事が認定した区域、温対法の促進区域、農山漁村再エネ法の設備整備区域）

保全地域 自然環境、景観、歴史・文化等を良好な状態で未来に継承するために保全する地域
（共生区域となる場合を除き、再生可能エネルギー事業を計画できない地域）

保護地域

自然環境、景観、歴史・文化等を良好な状態で未来に継承するために保護する特別な地域
（再生可能エネルギー事業を計画できない地域）

※事業の実施不可。ただし、国や市町村等が、公益上の目的（災害対策等）で設置する場合であって、
他に代替場所がなく、再エネ施設の設置がやむを得ないものなどについては、例外的に認める。

ア ゾーニングの区分

県内を保護地域、保全地域、調整地域の３地域に区分する。

なお、保全地域及び調整地域のうち、市町村が設置した地域との共生を図りながら、再エネの

導入を促進する区域のうち、知事が認めた区域等を共生区域とする。

※ 風力又は太陽光発電施設を設置する土地の範囲を事業区域とし、ゾーニングの区分は、事業区域に対して適用する。
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（１） ゾーニングの基本的な考え方

３ ゾーニングについて

※環境アセスメントデータベース（ＥＡＤＡＳ）・・・環境省が、再生可能エネルギーの早期導入と適切な環境への配慮の両立を目指し、環境アセスメントに活用できる基礎的な情報を幅広く提供するシステム

イ ゾーニングの手法

ゾーニングは、「現代世代が将来世代に引き継ぐべき自然環境、景観、歴史・文化等のエリア」を

守るため、県が広域的な視点から、客観的に確認できる現行法令の区域等に基づき設定してい

くことを基本とする。

具体的には、環境アセスメントデータベース（ＥＡＤＡＳ）※の収録情報等を参考に、ゾーニングの

元となる情報を整理し、保護地域と保全地域の２地域を設定する。

【ゾーニングの考え方】

（２） 区域境界が不明確であり、ゾーニングするのに適当でないもの

（１） 法令等により区域境界が明確であり、ゾーニングすることが可能なもの

自然公園区域など、区域境界（稜線界、地番界、工作物界など）が明確にされているものにつ
いては、保護地域又は保全地域の設定の対象とする。

眺望点（ふるさと眺望点等）や建造物（景観重要建造物等）など、エリアの規定がなく、名称
で指定しているものなどについては、ガイドライン等により明示する。

（３） 場所（サイト）や地点（ポイント）等は設定されているが、詳細な区域（エリア）の設定がなく、
ゾーニングするのに適当でないもの。

各種調査等により一定の範囲が示されているが、区域境界が明確にされていない動植物等
の情報（植生自然度等）などについては、ガイドライン等により明示する。
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３ ゾーニングについて

（１） ゾーニングの基本的な考え方

条例・規則で再エネ事業から
守るべきエリアを明示

区域設定が困難な要素

ガイドライン等で地域固有の要素を明示
（ゾーニングを補完）

ゾーニングにより、保護・保全するエリアを明示

「“現在の世代”が“将来の世代”に引き継ぐべき自然環境、景観、歴史・文化等」 「人の生命や財産の保護、防災」など

ガイドライン等で配慮すべき事項を明示
（共生条例の補完）

区域設定が可能な要素 条例の目的とは異なる要素

ウ ガイドラインによる補完

「現代世代が将来世代に引き継ぐべき自然環境、景観、歴史・文化等」のうち、特に、景観、

歴史・文化等の地域固有の要素については、現行法令で保全・保護すべき区域等が明確にされ

ていない。

再生可能エネルギー事業の実施に当たっては、 「現代世代が将来世代に引き継ぐべき自然

環境、景観、歴史・文化等」以外にも、「人の生命や財産の保護、防災」など、事業者において配

慮すべき事項が多数存在する。

このため、区域設定が難しい地域固有の要素（自然環境、景観、歴史・文化等）や条例で定め

ることが難しい事項などをガイドラインとしてとりまとめ、地域との合意形成に向けて、これら

の項目に対する配慮を促すことで、条例・規則によるゾーニングを補完する。

合意形成プロセスで個別に地域の合意を得ていく
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保護地域（案）

３ ゾーニングについて

（２） ゾーニングの設定（保護地域・保全地域）

・ 自然公園区域（国立公園／特別保護、１種、２種、３種）
・ 自然公園区域（国定公園／特別保護、１種、２種、３種）
・ 自然公園区域（県立自然公園／１種、２種、３種）
・ 自然環境保全地域（国指定）（野生保護、特別、普通）
・ 自然環境保全地域（県指定）（野生保護、特別、普通）
・ ラムサール条約湿地
・ 鳥獣保護区（国指定・県指定）（特別保護地区）

・ 世界自然遺産（緩衝区域を含む）
・ 世界文化遺産（緩衝区域を含む）
・ 国指定文化財等（史跡、名勝、天然記念物）
・ 都道府県指定文化財（史跡、名勝、天然記念物）
・ 保護林
・ 緑の回廊

環境アセスメントデータベース（ＥＡＤＡＳ）の収録情報等を参考に、保護地域・保全地域の設定対象とするも

の(法令等により、土地における区域線の境界が明確であり、ゾーニングが可能なもの) について、次のとおり

ゾーニング区分の設定を行った。

なお、保護地域と保全地域が重なるエリアでは、保護地域を優先する。

保全地域（案）

・ 自然公園区域（国立公園／普通）
・ 自然公園区域（国定公園／普通）
・ 自然公園区域（県立自然公園／普通）
・ 県開発規制地域（県指定）
・ 県緑地保全地域（県指定）
・ 鳥獣保護区（特別保護地区を除く）

・ 保安林（保安施設地区を含む）
・ 国有林
（保安林、保安施設地区、保護林、緑の回廊を除く）
・ 地域森林計画対象森林
（保安林、保安施設地区を除く）
・ ふるさとの森と川と海保全地域
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※ 環境省（EADAS、自然環境調査Web－GIS）、国土交通省
（国土数値情報）の公表データを基に県環境政策課作成

保護地域
○自然公園区域（国立公園／特別保護、１種、２種、３種）
○ 自然公園区域（国定公園／特別保護、１種、２種、３種）
○ 自然公園区域（県立自然公園／１種、２種、３種）
○ 自然環境保全地域（国指定）（野生保護、特別、普通）
○ 自然環境保全地域（県指定）（野生保護、特別、普通）
○ ラムサール条約湿地
○鳥獣保護区（国指定・県指定）（特別保護地区）
○世界自然遺産（緩衝区域を含む）
○世界文化遺産（緩衝区域を含む）
○保護林
○緑の回廊
●都道府県指定文化財（史跡、名勝、天然記念物）
●国指定文化財等（史跡、名勝、天然記念物）

保全地域
○自然公園区域（国立公園／普通）
○自然公園区域（国定公園／普通）
○自然公園区域（県立自然公園／普通）
○鳥獣保護区（国指定・県指定） （特別保護地区を除く）
○ 保安林（保安施設地区を含む）
○国有林
（保安林、保安施設地区、保護林、緑の回廊を除く）
○ 地域森林計画対象民有林 （保安林、保安施設地区を除く）
○県開発規制地域（県指定）
○県緑地保全地域（県指定）
◎ ふるさとの森と川と海保全地域

※「●」 について、一部の文化財（史跡、名勝、天然記念物）については、マップに表示していない。
※「◎」 について、GISデータを入手できないため、マップに表示していない。

３ ゾーニングについて
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３ ゾーニングについて

（３） ゾーニングの設定（共生区域）

共生区域（案）

① 市町村が再エネとの共生又は促進を図るために設定した区域のうち、知事が認めた区域

② 地球温暖化対策法（温対法）の促進区域

③ 農山漁村再エネ法の設備整備区域

保全地域又は調整地域のうち、市町村が再エネとの共生又は促進を図るために設定した区域

については、市町村からの認定申請により、県が共生区域として認定する。

既存の制度を活用し、温対法の促進区域、農山漁村再エネ法の設備整備区域については、県に

届出することで共生区域とする。

なお、市町村が地域との共生又は再エネの促進を図ろうする区域、温対法又は農山漁村再エネ

法の区域を見直した場合には、共生区域の認定を変更又は取消しする。

共生区域の一部又は全部において、要件を満たさなくなった場合には、

共生区域の認定を変更又は取消しする。



合意形成プロセスについて

第４章
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４ 合意形成プロセスについて

環境アセスメント

配
慮
書

方
法
書

準
備
書

評
価
書

ア 環境影響評価手続前 イ 環境影響評価手続後

（２） 合意形成プロセスの案（全体イメージ） ※環境影響評価対象事業の場合

環境影響評価手続（現行）

•住民との意見交換会の開催
（再エネ特措法と併催可）

・事業計画に対する県や地域の
意見を通知（県⇒事業者）

意見交換会や市町村における
「地域の守るべき環境」等を事
業者へ通知し、今後の事業計画
への反映・見直しを求める。

・住民説明会（方法書・準備書）
・知事意見の提出（配慮書～準備書）

•住民との説明会の開催
（再エネ特措法と併催可）

現行の環境影響評価制度では、
県や市町村等が評価書（最終事業
計画）に対する意見を述べる機会
がないため、その機会を創設。

合意形成が図られていない場合
には、事業の再構築等を求める。

•事業者に対して、事業認否の判断
を通知（県⇒事業者）

新新

現行の環境影響評価制度により、
地域の意見を事業計画に反映する
よう、引き続き、国（事業者）に知事
意見として通知する。

現

FIT/FIP認定

（１） 合意形成手続の考え方

立案段階のできる限り早期に、地域に対して概要を説明する機会を創出し、地域のメリットを明確にしながら、

自然環境及び地域が守るべき地域固有の景観、歴史・文化等に配慮した事業計画の作成を促すことで、地域と事

業者との合意形成を図る。また、現行の環境影響評価手続を活用し、一体的に運用する。
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（３）共生条例全体のイメージ

４ 合意形成プロセスについて

（電
気
事
業
法
）

工
事
計
画
の
届
出

【ゾーニング（区分） 】 【合意形成プロセス（事業） 】

事

業

着

工

保護地域

自然環境、景観、歴史・
文化等を良好な状態で
未来に継承するために
保護する地域

（事業不可 ※２）

調整地域

保全地域、保護地域

以外の地域

不認定

関
係
者
へ
の
通
知
・
公
表

【個別法の手続】

【通知・公表】

確認

事
業
の
中
止
を
検
討

事
業
計
画
の
再
構
築
・

事業者

共生区域（※１）内の事業

①事業計画の早期段階
・事業者：住民との意見交換会の実施
・市町村：市町村意見を県に回答
・県：地域意見を踏まえ知事意見を通知

②環境影響評価書公告後
・事業者：住民への説明会の実施
・市町村：地域の意見を県に回答
・県：地域意見等を踏まえ事業認否判断

地域との合意形成

環境影響評価① ②

新 現 新

環境影響評価

※１ 知事が認定した区域、温対法に基づく促進地域、農山漁村再エネ法に基づく設備整備計画区域

保全地域

自然環境、景観、歴史・
文化等を良好な状態で
未来に継承するために保
全する地域

共生区域に移行し、
市町村による共生
事業の認定を受け
た場合に限り、事業
可

市
町
村
に
よ
る
共
生
事
業
の
認
定

事
業
計
画
案
の
届
出
（事
業
者
）

共生区域外の事業

事
業
計
画
の
届
出
（事
業
者
）

認定事
業
計
画
の
認
定
（知
事
）

協議会等による事業計画の協議

※２ 国や市町村等が、公益上の目的（災害対策等）で設置する場合であって、他に代替場所がなく、再エネ施設の設置がやむを得ないものなどについては、例外的に認める。

※保全地域は、共生区域を目指しながら、合意形成プロセスを実施可



実効性の担保について

第５章
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（１） 実効性を担保するための手法

５ 実効性の担保について

イ 不認定事業者の公表
認定・不認定の結果については、県のホームページで公表し、地域との共生が図られた事業であるかど

うかを明らかにする。

ウ 許認可権者への通知
不認定を受けた場合には、再エネ特措法・電気事業法等の許認可権者に対して、当該事業が、共生条
例に基づき、地域との共生が図られていない事業であることを明確にし、許認可等の際、そのことを踏
まえて判断してもらう。

エ 罰則の設定
認定を受けずに事業を行った場合、合意形成プロセスを適正に行わなかった場合等には、行政罰（過

料）を設定する。

※【再エネ特措法・FIT/FIP認定基準】
発電事業を円滑かつ確実に実施するために必要な関係法令（条例を含む） の規定を遵守するものであること。

ア 事業者への勧告等

事業者が条例による認定手続を行わなかった場合、虚偽の認定手続を行った場合、又は、不認定のまま
事業計画を進めようとする場合等には、勧告等の行政指導を行う。

オ 再生可能エネルギーに係る新税の創設
共生条例と一体となって、その政策効果・実効性を高めるための手法として、税を活用する。



その他

第６章



23

６ その他

（１）経過措置（計画中の事業の取り扱い ※環境影響評価対象事業）

① 条例施行時点において、環境影響評価手続きを開始している事業については、環境影響評

価手続後の合意形成プロセスのみ適用する。

② 条例施行時点において、環境影響評価書の公告を開始している事業については、条例の適

用外とする。

環境アセスメント

配
慮
書

方
法
書

準
備
書

評
価
書

環境影響評価手続前 環境影響評価手続後環境影響評価手続（現行）

•住民との意見交換会
の開催（再エネ特措法
と併催可）

・事業計画に対する県
や市町村の意見を通
知
（県⇒事業者）

•住民との説明会の開催
（再エネ特措法と併催可）

•事業計画の認定・不認定を
通知（県⇒事業者）保護地域

調整地域

保全地域

ゾーニング
（事業計画の検討）

① 環境影響評価手続きを
開始している事業

② 環境影響評価手続きを
終了した事業

適用

適用外
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（２）経過措置（計画中の事業の取り扱い ※環境影響評価対象外事業）

６ その他

① 条例施行時点において、工事計画の届出をしていない事業については、合意形成プロセス

を適用する。

② 条例施行時点において、工事計画の届出をしている事業については、条例の適用外とする。

合意形成プロセス

•

住
民
と
の
意
見
交
換
会
の
開
催

（再
エ
ネ
特
措
法
と
併
催
可
）

保護地域

調整地域

保全地域

ゾーニング
（事業計画の検討）

②工事計画の届出をしてい
る事業

•

事
業
計
画
の
認
定
・不
認
定
を

通
知
（県⇒

事
業
者
）

工
事
計
画
の
届
出

①工事計画の届出をして
いない事業

※再エネ特措法に基づく説明会を実施
した場合は、意見交換会の省略を可。

適用

適用外
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（３）県・市町村等の役割について

６ その他

ア 県の役割
・ 広域的な観点からゾーニング
・ 市町村の意見を踏まえた事業計画の認定・不認定
・ 合意形成手続に係る市町村支援（ガイドライン作成等）
・ 温対法に基づく促進区域設定及び実行計画策定等に係る市町村支援（市町村協議会への参画、ガイドライン作成等）
・ 共生条例に係る事業者への周知及び事業者向けガイドラインの作成等
・ 共生条例に係る県民への周知
・ その他、自然・地域と共生した再エネ導入促進のための総合的施策の推進。

イ 市町村の役割
・ 地域の視点からの（地域固有の要素を踏まえた）個別事業計画に対する意見
・ 温対法に基づく促進区域の設定及び実行計画の策定等地域脱炭素促進制度の活用による再エネ導入促進
・ その他、自然・地域と共生した再エネ導入促進のための施策の推進。

ウ 事業者の役割
・ 自然環境、景観、歴史・文化等と共生に配慮した事業計画の構築
・ 地域に対する事業情報の開示
・ その他、自然・地域と共生した再エネ導入促進のための施策への協力

エ 県民の役割
・ 再生可能エネルギー事業の必要性に係る理解促進
・ 協議会、説明会等への参加


